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職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

画を策定します。 

 

１．計画期間 令和 ２年 ４月 １日～令和 ７年 ３月３１日までの ５年間 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ４月～ 対象者にヒヤリング開始 

 ●令和 2 年 4 月～ 育児休業等に関する規則以外でのサポート支援 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ４月～ 職員へのヒヤリング調査、検討開始 

 ●平成 ３年 ４月～ 制度の導入、職員一斉メ―ルなどによる職員への周知 

  

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ２年 ４月～ 職員へのヒヤリング調査、検討開始 

 ●令和 ３年 ４月～ 制度の導入、職員一斉メ―ルなどによる職員への周知 

 

 

 

 

 

 

目標１：産前産後休業者や育児休業者における職場復帰のための、家庭と仕事の両

立の相談や支援 

 

目標２：小学校就学前の子を持つ職員が、夜勤及び宿直免除を希望する場合は認め

る。 

    

 
 

目標３：年次有給休暇の時間単位での取得できるようにする。 

  
 

 




